
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１２月８日 ２１時５０分ごろ 

発生場所 静岡県沼津市大瀬
お せ

埼南方沖 

 大瀬埼灯台から真方位１９９°２.４海里付近 

 （概位 北緯３４°５９.５′ 東経１３８°４６.３′） 

事故の概要 砂利運搬船第一あかつきは、北東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年６月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第一あかつき、４８０トン 

１２９５４７、五十川汽船有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷中央部の船底外板に破口を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１ｍ（田子
た ご

） 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、砂利約１,０００ｔを積載し、

約１１.５ノットの対地速力で自動操舵により北東進中、単独で船橋

当直についていた船長が、操舵室にある椅子に腰を掛けて見張りを続

けていたところ、いつしか居眠りに陥り、変針予定場所を通過し、浅

瀬に乗り揚げた。 

本船は、２２時００分ごろ自力で離礁し、船内の点検を行ったが浸

水等が認められなかったので、航行を続けた。 

本船の喫水は、船首約２.４ｍ、船尾約４.１ｍであった。 

本船は、後日、入渠
きょ

した際、右舷中央部の船底外板に破口を伴う擦

過傷等が発見された。 

船長は、本事故当時、船橋航海当直警報装置のスイッチを切ってい

た。 

分析 

  

本船は、単独で船橋当直についていた船長が居眠りに陥ったことか

ら、変針予定場所を通過し、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、船橋航海当直警報装置のスイッチを入れていなかったこ

と、及び自動操舵とし、椅子に腰を掛けて見張りを続けていたことか

ら、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、単独で船橋当直についていた船長が居眠りに陥っ

たため、本船が浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 



 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・自動操舵で航行中、眠気を感じたら、手動操舵としたり、椅子か

ら立ち上がったり、外気に当たったりするなどして眠気を払拭す

ること。 

・航行中は、船橋航海当直警報装置のスイッチを切らないこと。  


